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石
井
米
雄
著

タ
イ
近
世
史
研
究
序
説

飯

島

明

子

本
書
は
石
井
米
雄
氏
が
一
九
六
四
年
か
ら
一
九
九
七
年
の
聞
に
褒
表
さ
れ
た

数
多
く
の
論
考
の
中
か
ら
、
「
前
近
代
の
タ
イ
史
研
究
に
役
立
ち
そ
う
な
問

題
」
〈
本
書
|
以
下
同
様
1

・3
を
扱
っ
た
諸
篇
を
ま
と
め
て
、
若
干
の
加
筆

修
正
を
施
し
て

一
書
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
圏
内
は
も
と
よ
り
海
外
も

含
め
た
東
南
ア
ジ
ア
皐
界
を
長
年
に
わ
た
っ
て
リ
ー
ド
さ
れ
て
き
た
石
井
氏
の

業
績
の
幅
は
庚
く
、
本
書
に
枚
め
ら
れ
た
論
考
の
み
か
ら
そ
の
全
貌
を
窺
い
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
本
蓄
が
追
究
す
る
「
前
近
代
の
タ
イ
史
」
、
あ

る
い
は
「
タ
イ
近
世
史
」
が
氏
の
た
ゆ
ま
ぬ
皐
間
的
管
箆
の
一
つ
の
柱
で
あ
り

綾
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
評
者
は
奔
察
す
る
。

本
書
の
内
容
は

1
1
E部
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
数
輩
よ
り
成
っ
て
、
計

十
八
章
に
及
ぶ
。
各
章
は
何
れ
も
初
出
時
に
は
一
篇
の
論
文
と
し
て
夜
表
さ
れ

た
。
以
下
に
本
書
の
構
成
を
一
示
し
、
章
-V}
迫
っ
て
内
容
を
紹
介
す
る
。

タ
イ
史
時
代
区
分
論

第
一
章
タ
イ
に
お
け
る
「
公
定
史
観
」
を
め
ぐ
っ
て

第
二
章
稲
作
と
歴
史

E

タ
イ
近
世
史
の
諸
相

第

章

退
・
ス
コ

1
タ
イ

・
ア
ユ

タ
ヤ
|
第
十
一
一
刻
文
の
検
討
を
中
心

ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
の
首
都
の
呼
穏
に
つ
い
て
の
究
室百

「
港
市
圏
家
」
と
し
て
の
ア
ユ
タ
ヤ
|
中
世
東
南
ア
ジ
ア
交
易

圏
家
論

プ
ラ
グ
ラ
ン
考
l
「
港
市
圏
家
」
の
中
核
組
織
に

つ
い
て
の
考

察ア
ユ
タ
ヤ
の
陶
磁
貿
易

ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
の
統
治
範
圏
を
示
す
コ
ニ
印
法
典
』
中
の
三
テ

キ
ス
ト

ポ
ン
サ
l
ワ
ダ

l
ン
(
王
朝
年
代
記
)
に
つ
い
て
の
一
考
察

タ
イ
の
俸
統
法
|
『
一
-
一
印
法
典
』
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て

「
二
九
の
訴
訟
項
目
開

E
E吾
宮
削
云
己
ω
官
巴
〈
芝
包
と

に
つ
い
て
|
イ
ン
ド
古
代
法

「パ

l
リ
化
」
の
一
事
例

ラ
タ
ナ
コ

l
シ
ン
朝
初
頭
に
お
け
る
王
権
と
サ
ン
ガ
|
『
三
印

法
典
』
「
サ
ン
ガ
布
告
」
を
中
心
に

第
十
一
章
タ
イ
の
筏
役
制
度
の
一
考
察
|
『
一
一
一
印
法
典
』
を
中
心
と
し

て

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

-116-

第
十
章

E

タ
イ
語
史
料
論

第
一
章

「
葬
式
頒
布
本

Z
吉岡田
E

の
r
g
r」
に
つ
い
て

第
二
章
「
ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
年
代
記
」
考

第
三
章
諸
地
方
の
ポ
ン
サ
l
ワ
ダ

l
ン

第
四
章
『
三
印
法
典
』
の
構
成
に
つ
い
て

第
五
章
『
三
印
法
典
』
本
「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト
」
の
構
成
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第

I
部
第
一
章
は
、
所
牧
論
文
中
で
は
第

E
部
第
二
章
と
並
ん
で
最
も
新
し

く
、
初
出
は
一
九
九
七
年
。
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
の
「
新
し
い
流
れ
」

(
2
〉

を
背
景
に
、
二
ハ
世
紀
以
前
の
タ
イ
史
の
研
究
史
を
振
り
返
り
、
今
後
の
課
題

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
「
新
し
い
流
れ
」
と
し
て
指
掃
さ
れ
る
こ
と
の
一
つ

は
、
現
地
東
南
ア
ジ
ア
の
研
究
者
の
活
躍
で
あ
る
。
こ
こ
で
氏
が
描
く
研
究
史

も
、
タ
イ
人
が
タ
イ
史
を
如
何
に
構
築
し
、
批
判
し
、
そ
し
て
今
叉
ど
の
よ
う

な
挑
戦
を
行
っ
て
い
る
か
が
中
心
に
な
る
。

タ
イ
の
皐
校
教
育
に
お
い
て
普
及
し
て
い
る
「
公
定
史
観
」
は
、
ス
コ

I
タ

イ
|
ア
ユ
タ
ヤ
|
ト
ン
プ
リ
|
パ
γ
コ
ク
と
い
う
王
都
を
時
間
軸
上
に
縫
起
的

に
繋
ぎ
合
わ
せ
た
単
線
史
観
だ
が
、
こ
れ
は
一
九
二
四
年
の
ダ
ム
ロ
γ
親
王
の

講
演
に
お
い
て
初
め
て
、
爾
後
の
考
究
を
促
す
一
回
収
設
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。

こ
の
史
観
が
ダ
ム
ロ
ン
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
た
ち
に
よ
り
定
読
化
し
、
そ
の
後
の

タ
イ
史
研
究
を
呪
縛
し
て
き
た
。
定
設
に
批
判
を
加
え
た
チ
ッ
ト
・
プ
l
ミ
サ

ッ
ク
の
先
駆
的
業
績
は
チ
ッ
ト
の
死
後
、
一
九
七

0
年
代
の
民
主
化
期
に
よ
う

や
く
復
刊
、
再
評
債
さ
れ
た
。
チ
ッ
ト
は
ア
ユ
タ
ヤ
史
の
上
限
を
年
代
記
に
現

れ
る
実
都
の
年
を
も
っ
て
限
る
「
思
考
の
壁
」

(

5

)

を
批
判
し
、
一
四
世
紀

半
ば
以
前
の
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
1
河
流
域
の
歴
史
へ
と
誘
っ
た
。
近
年
一
部
の
皐

者
た
ち
は
ア
ユ
タ
ヤ
に
先
立
っ
て
史
料
に
現
れ
る
ア
ヨ
l
タ
ヤ
ー
と
い
う
地
名

に
注
目
し
、
二
ハ
世
紀
末
を
ア
ヨ

l
タ
ヤ
ー
か
ら
ア
ユ
タ
ヤ
へ
の
劃
期
と
す
る

仮
設
を
提
出
し
て
い
る
。
ア
ヨ

I
タ
ヤ
1
の
存
在
に
よ
り
、
中
園
史
料
に
現
れ

る
「
退
」
の
問
題
に
も
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
と
な
る
。
石
井
氏
は
故
山

本
遼
郎
氏
の
「
逗
H
ス
コ

l
タ
イ
」
読
批
判
を
援
用
し
、
「
選
」
は
港
市
ア
ヨ

l
タ
ヤ
ー
に
比
定
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
る
。
こ
の
仮
設
と
ス
コ

l
タ

イ
刻
文
の
年
代
的
分
布
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
ス
コ

l
タ
イ
と
ア
ユ
タ
ヤ
は

「
並
存
し
て
存
在
し
た
園
家
」

(
9
〉
で
あ
り
、
里
線
史
観
は
否
定
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
石
井
氏
は
単
に
車
線
史
観
の
盲
を
衝
く
の
で
は
な
く
、
そ

れ
を
生
み
出
し
た
政
治
的
必
然
と
い
う
も
う
一
つ
の
歴
史
に
も
言
及
す
る
。
車

線
史
観
が
斯
く
も
歴
史
の
産
物
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
今
後
の
タ
イ
史
研
究
者
に
は

「
定
設
の
呪
縛
か
ら
解
放
」
さ
れ
、
「
あ
ら
た
な
親
貼
に
立
っ
て
、
前
近
代
の

タ
イ
園
史
を
編
む
と
い
う
大
き
な
課
題
」
(
叩
〉
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
石
井

氏
は
説
い
て
い
る
。

以
上
、
木
章
の
分
量
に
比
し
て
や
や
長
く
紹
介
し
た
の
は
、
こ
こ
に
「
新
し

い
タ
イ
史
の
構
築
を
め
ざ
し
て
」

(
6
〉
と
書
か
れ
る
よ
う
に
、
最
近
年
に
お

け
る
石
井
氏
の
タ
イ
史
へ
の
取
り
組
み
の
姿
勢
が
表
明
さ
れ
、
そ
れ
が
本
書
を

貫
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

第
I
部
第
二
章
の
初
出
は
一
九
七
五
年
で
、
石
井
氏
編
『
タ
イ
園
|
ひ
と
つ

の
稲
作
社
曾
』
〔
以
下
、
『
稲
作
祉
曾
』
と
略
記
〕
(
創
文
社
)
の
一
章
を
成

す
も
の
で
あ
っ
た
。
『
稲
作
社
曾
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
石
井
氏
が
営
時
奉

職
さ
れ
て
い
た
京
都
大
皐
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
祭
際
的
地
域
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
タ
イ
研
究
計
董
」
の
成
果
と
し
て
世
に
問
わ
れ
た
意
欲
的
作
品

で
あ
る
。
同
書
に
お
け
る
議
論
の
「
土
蓋
」
は
気
候
、
地
形
、
土
壌
と
い
う
自

然
的
要
因
の
分
析
に
あ
げ
v

そ
の
「
土
蔓
」
の
上
に
、
石
井
氏
の
「
水
田
耕
作

を
そ
の
生
業
の
基
盤
と
す
る
タ
イ
族
の
園
家
の
歴
史
を
、
核
心
域
の
獲
遷
と
い

う
生
態
皐
的
角
度
か
ら
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
タ
イ
園
史
を
時
代
的
に
匿

分
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
試
み
」

(

H

)

も
展
開
さ
れ
た
。
生
態
皐
的
角
度

と
は
、
ま
ず
タ
イ
族
を
水
稲
耕
作
民
と
す
る
規
定
(
刊
乙
で
あ
る
。
-
次
に
水
田

耕
作
に
お
け
る
用
水
確
保
の
方
策
に
従
っ
て
、
自
然
に
謝
す
る
「
農
準
的
遁

態
」
と
「
工
拳
的
遁
態
」
と
い
う
二
つ
の
農
業
形
態
を
見
出
し

(
U
l
m〉、

後
者
に
お
い
て
園
家
が
関
興
ず
る
場
合
を
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ
l
ゲ
ル
に
倣
っ
て

「
水
力
農
業
」
と
よ
ぶ

(
M
l
m
v
そ
の
よ
う
な
「
稲
作
・
水
・
園
家
」
の

-117ー
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「
か
か
わ
り
合
い
に
焦
貼
を
合
わ
せ
」
(
悶
)
て
提
示
さ
れ
る
の
が
、

代
」
・
「
中
世
」
・
「
近
代
」
と
い
う
一
一
一
時
代
医
分
で
あ
る
。

「
古
代
的
」
園
家
に
つ
い
て
は
現
タ
イ
園
の
外
部
に
居
住
す
る
タ
イ
系
諸
族

の
「
ム
ア
ン
型
園
家
」
か
ら
読
き
起
こ
さ
れ
る
が
、
タ
イ
園
北
部
山
開
盆
地

〈
「
古
代
田
核
心
域
」
〉
に
展
開
し
た
ラ
l
ン
ナ
l
タ
イ
王
函
に
そ
の
典
型
を
見

て
、
園
家
権
力
が
用
水
支
配
に
関
興
す
る
こ
と
を
も
っ
て
「
準
水
力
社
曾
」
と

規
定
さ
れ
る

(
m
l
M
Y
「
公
定
史
観
」
が
タ
イ
園
史
の
始
ま
り
と
す
る
ス
コ

l
タ
イ
図
家
は
、
そ
の
立
地
か
ら
農
業
形
態
に
お
い
て
遷
移
的
な
地
帯
と
見
な

さ
れ
る
(
但
|
幻
)
。
「
中
世
的
」
園
家
は
地
形
拳
者
が
「
氾
濫
原
」
と
名
づ

け
た
基
幹
河
川
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
l
の
下
流
域
に
在
っ
て
、
海
と
の
接
貼
に
位
置

す
る
ア
ユ
タ
ヤ
に
興
っ
た
。
氾
濫
原
に
お
け
る
農
業
は
「
農
率
的
遁
態
」
を
も

っ
て
行
わ
れ
、
そ
こ
で
は
生
態
象
的
に
「
水
力
的
」
と
い
う
概
念
が
成
立
し
な

い
が
ゆ
え
に
、
国
家
の
関
輿
の
品
陣
地
は
小
さ
か
っ
た
。
河
川
は
ま
ず
交
遁
路
で

あ
り
、
大
河
の
水
系
を
利
用
し
て
ア
ユ
タ
ヤ
は
物
産
を
集
荷
し
、
海
外
へ
輸
出

す
る
港
と
し
て
護
達
し
た
。
官
営
貿
易
を
統
括
す
る
ア
ユ
タ
ヤ
園
王
は
「
大
一
商

人
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
商
業
活
動
を
寅
地
に
行
う
家
産
官
僚
群
に
は
東
西

の
外
園
人
を
加
え
て
い
た
。
か
か
る
「
中
世
間
」
園
家
は
「
一
商
業
的
」
、
「
貿

易
圏
家
」
と
規
定
さ
れ
る
(
幻
お
)
。
一
七
六
七
年
に
ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
は
滅

亡
し
、
タ
イ
人
の
園
家
の
中
心
は
デ
ル
タ
下
流
部
の
ト
ン
プ
リ
、
バ
ン
コ
ク
に

移
っ
た
。
商
都
の
立
地
す
る
デ
ル
タ
下
流
部
を
地
形
撃
者
は
「
新
デ
ル
タ
」
と

呼
び
、
よ
り
水
生
的
な
環
境
で
あ
る
。
園
家
の
核
心
域
の
移
動
に
も
拘
わ
ら

ず
、
ア
ユ
タ
ヤ
園
家
の
一
商
業
的
性
格
は
継
承
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
、
石
井
氏
は
こ

れ
を
も
っ
て
創
期
と
せ
ず
、
一
八
五
五
年
の
パ
ウ
リ
ン
グ
燦
約
締
結
に
よ
る
米

輸
出
の
自
由
化
を
契
機
と
し
て
、
新
デ
ル
タ
に
お
け
る
プ
ラ
ン
テ
l
シ
ョ
ン
型

の
輸
出
農
業
に
経
済
的
基
盤
が
移
行
す
る
時
代
を
新
た
な
「
近
代
的
」
時
代
と 「古

呼
ん
で
、
本
章
は
結
ば
れ
る
。

元
々
『
稲
作
批
曾
』
の
一
部
で
あ
っ
た
第
二
一
章
は
、
本
書
全
鐙
の
中
で
は
異

質
な
趣
を
も
っ
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
「
近
世
史
」
と
銘
打
っ
た
本
書
に
挿
入
さ

れ
た
「
中
世
」
の
語
の
輿
え
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
タ
イ
園
史
」
を
は

み
出
し
た
「
タ
イ
族
」
概
念
の
規
定
に
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
後
段
に
お
い
て
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

以
上
の
二
章
が
「
タ
イ
史
時
代
区
分
」
と
い
う
言
わ
ば
総
論
で
、
第
日
部
全

十
一
章
は
「
タ
イ
近
世
史
諸
相
」
と
題
さ
れ
た
各
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本

書
「
ま
え
が
き
」
で
石
井
氏
が
「
限
ら
れ
た
数
の
士
山
あ
る
研
究
者
の
努
力
に
よ

っ
て
、
細
々
と
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
、
「
タ
イ
語
文
献
を
利
用
し

た
前
近
代
の
研
究
」
(
・

3
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
の
範
を
、
氏
自
ら
が
懇
切

に
示
し
て
い
る
。
以
下
の
紹
介
は
紙
幅
の
都
合
で
、
主
と
し
て
方
法
的
な
観
黙

か
ら
、
と
り
わ
け
ど
の
よ
う
な
文
献
が
如
何
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
中
心
に

進
め
る
。

第
一
一
軍
(
必

l
回
)
は
、
三
十
数
黙
が
利
用
可
能
な
ス
コ

l
タ
イ
刻
文
史
料

の
中
か
ら
第
十
一
一
刻
文
を
取
り
上
げ
る
。
特
に
そ
の
第
二
面
に
現
れ
る
シ

I
サ

ツ
タ
大
長
老
(
同
刻
面
の
推
定
の
作
者
〉
の
傍
数
聖
蹟
巡
躍
の
往
復
経
路
の
記

述
か
ら
地
名
が
抽
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
地
理
的
空
聞
に
配
置
、
再
現
す
る
作
業

が
行
わ
れ
る
。
こ
の
作
業
に
よ
り
初
期
の
タ
イ
史
を
考
え
る
た
め
の
抽
出
つ
か
の

地
理
的
座
標
軸
が
園
式
的
に
設
定
さ
れ
る
が
(
但
|
2
〉
、
そ
こ
で
明
ら
か
に

な
る
の
は
、
並
存
し
た
ス
コ

l
タ
イ
と
ア
ユ
タ
ヤ
の
地
理
的
燦
件
の
濯
い
で
あ

る
。
下
ビ
ル
マ
の
マ
ル
タ
バ
ン
を
外
港
と
し
て
、
ベ
ン
ガ
ル
輔
間
交
易
圏
の
一
環

を
形
成
し
た
ス
コ

l
タ
イ
に
封
し
、
ア
ユ
タ
ヤ
に
は
二
方
向
の
海
へ
の
出
口
が

あ
っ
た
。
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
l
川
を
下
っ
て
タ
イ
湾
に
至
る
の
が
容
易
だ
っ
た
の

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
メ
ル
ギ
リ
テ
ナ
セ
リ
ム
と
い
う
ベ
ン
ガ
ル
湾
へ
の
出
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ロ
を
も
有
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ア
ユ
タ
ヤ
は
南
シ
ナ
海
交
易
圏
と
ベ
ン
ガ
ル
湾

交
易
屈
を
接
合
し
得
た
の
で
あ
る
。
初
期
ア
ユ
タ
ヤ
史
上
重
き
を
成
す
ス
パ
ン

ブ
リ
の
意
義
、
既
述
の
「
ア
ヨ

I
タ
ヤ
l
仮
設
」
と
「
這
H
ア
ユ
タ
ヤ
俵
設
」

に
も
、
地
理
的
観
熱
か
ら
光
が
あ
て
ら
れ
る
。
文
献
血
平
的
研
究
と
並
行
す
る
、

こ
う
し
た
地
理
的
紋
況
の
把
握
の
重
要
性
を
説
く
本
章
は
、
第

E
部
の
績
く
各

章
で
展
開
さ
れ
る
ア
ユ
タ
ヤ
史
論
理
解
へ
の
布
石
と
讃
む
こ
と
も
で
き
る
。

第
二
一
章
(
釘
|
河
)
は
、
先
述
の
「
ア
ヨ

l
タ
ヤ
I
仮
設
」
の
専
論
で
あ

る
。
ニ
テ
ィ
を
始
め
と
す
る
タ
イ
の
歴
史
皐
者
が
唱
え
る
「
ア
ヨ

l
タ
ヤ
1
仮

設
」
は
、
ア
ユ
タ
ヤ
と
い
う
地
名
が
一
七
世
紀
末
の
「
ル
ア
ン
・
プ
ラ
ス
l
ト

本
」
ア
ユ
タ
ヤ
年
代
記
(
タ
イ
語
で
現
存
す
る
最
古
の
ア
ユ
タ
ヤ
年
代
記
完

本
)
以
前
の
刻
文
史
料
に
は
現
れ
ず
、
一
方
同
時
代
刻
文
史
料
(
前
一
章
に
扱
わ

れ
た
第
十
一
一
刻
文
)
に
は
ア
ヨ

l
タ
ヤ
l
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ビ
ル
マ
か
ら
の

濁
立
を
回
復
し
た
一
六
世
紀
末
に
改
名
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の

だ
。
石
井
氏
は
こ
こ
で
、
二
ハ
世
紀
前
牢
の
チ
ェ
ン
マ
イ
慣
の
手
に
な
る
『
ジ

ナ
カ
1
ラ
マ
1
リ
l
』
、
一
八
六
一
年
に
ビ
ル
マ
慣
が
著
し
た
『
サ
l
サ
ナ
ヴ

ア
ン
サ
』
、
バ
ン
コ
ク
借
に
よ
る
『
チ
ュ
ン
ラ
ユ
ッ
タ
カ
l
ラ
ウ
ォ
ン
』
と
い

う
三
つ
の
パ

l
リ
語
史
書
に
現
れ
る
ア
ユ
タ
ヤ
な
い
し
ア
ヨ

l
タ
ヤ
l
の
パ

l

リ
語
形
呼
稽
を
検
討
し
、
一
七
世
紀
に
は
欧
文
史
料
か
ら
も
ア
ユ
タ
ヤ
が
確
認

さ
れ
る
こ
と
と
併
せ
て
、
ニ
テ
ィ
ら
の
所
読
を
補
強
し
、
蓋
然
性
が
高
い
と
結

論
す
る
。

第
三
章

(
W
l
M〉
、
第
四
章
(
釘
|
川
)
、
第
五
章
(
山

l
m
)
は
何
れ

も
、
「
港
市
圏
家
」
ア
ユ
タ
ヤ
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
と
め
て
紹
介

す
る
。
東
南
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
寸
港
市
圏
家
」
な
い
し
「
港
市
政
鐙
」
概
念

は
通
歴
史
的
に
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
お
よ
そ
三
千
年
開
の
長
き
が
考
察
の
封
象

主
な
ろ
う
が
、
石
井
氏
の
場
合
は
一
五
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
の
「
交
易
の
時

代
」
を
中
心
に
交
易
圏
家
と
し
て
の
構
造
を
整
え
、
園
際
的
交
易
ネ
ッ
ト
ザ
l

p
の
一
結
節
黙
と
な
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
す
る
呼
稽
で
あ
り
、
ア
ユ
タ
ヤ
は
ま

さ
に
そ
れ
で
あ
っ
た
。
第
三
番
早
は
石
井
氏
に
よ
る
最
も
ま
と
ま
っ
た
ア
ユ
タ
ヤ

港
市
圏
家
論
、
第
四
一章
は
港
市
圏
家
ア
ユ
タ
ヤ
の
中
極
機
関
で
あ
る
「
プ
ラ
ク

ラ
ン
」
を
扱
い
、
第
五
章
は
ア
ユ
タ
ヤ
の
劉
外
貿
易
の
中
か
ら
日
本
と
の
「
陶

磁
貿
易
」
を
ト
ピ
ッ
ク
と
す
る
。

石
井
氏
の
ア
ユ
タ
ヤ
港
市
圏
家
論
は
「
ア
ユ
タ
ヤ
の
位
置
」
(
河

l
m
)
の

検
透
か
ら
始
ま
る
。
既
に
第
I
部
第
二
章
と
第

E
部
第
一
章
で
も
ア
ユ
タ
ヤ
の

地
理
上
の
特
性
に
筋
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
輸
出
品
と
な
る
森

林
生
産
物
を
産
す
る
後
背
地
と
の
つ
な
が
り
が
指
摘
さ
れ
、
園
際
交
易
に
お
け

る
ア
ユ
タ
ヤ
の
地
位
は
か
か
る
地
理
的
保
件
に
よ
っ
て
保
詮
さ
れ
た
と
論
じ
、

こ
れ
が
石
井
氏
の
手
法
に
お
い
て
歓
か
せ
な
い
議
論
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て

い
る
。

績
く
ア
ユ
タ
ヤ
の
海
上
交
易
が
如
何
に
行
わ
れ
た
か
を
構
造
的
に
把
握
す
る

試
み
に
お
い
て
は
、
史
料
の
利
用
の
康
範
多
岐
に
わ
た
る
貼
が
讃
者
の
目
を
引

く
で
あ
ろ
う
。
ア
ユ
タ
ヤ
史
の
研
究
者
は
内
外
に
多
い
と
は
言
え
ず
、
特
に
タ

イ
に
お
け
る
研
究
は
手
薄
だ
が
、
そ
の
要
因
の
第
一
に
穆
げ
ら
れ
る
の
は
、
年

代

mt、
言
語
的
に
、
地
理
的
に
分
散
し
、

バ
ラ
ツ
キ
の
あ
る
史
料
の
性
格
で

あ
る
。
石
井
氏
は
そ
う
し
た
史
料
の
抱
え
る
問
題
を
大
方
克
服
さ
れ
て
、
ア
ユ

タ
ヤ
史
研
究
に
お
い
て
従
来
か
ら
知
ら
れ
た
諸
種
の
欧
文
史
料
、
ベ
ル
シ
ャ
語

史
料
、
漢
籍
に
加
え
て
、
『
歴
代
窒
吾
、
『
中
山
世
鑑
』
、
『
華
夷
第
民
、

『
高
麗
史
』
な
ど
の
利
用
の
先
鞭
を
つ
け
る
と
共
に
、
一
部
は
英
謬
の
努
も
と

ら
れ
て
園
際
象
界
に
貢
献
し
て
い
託
第
四
章
に
お
い
て
、
『
歴
代
賓
案
』
所

枚
の
官
官
文
と
書
簡
に
基
づ
き
、
一
五
世
紀
の
ア
ユ
タ
ヤ
に
お
け
る
「
官
賓
寅
」

の
事
情
が
幾
分
な
り
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
〈
伺
|
川
)
、
新
史
料
の
開
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拓
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
成
果
の
一
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
外
園
語
の
史
料

に
精
通
す
る
石
井
氏
が
特
に
「
必
須
の
作
業
」
と
強
調
さ
れ
る
の
は
「
タ
イ
語

史
料
の
利
用
」
で
あ
る
(
川

l
川
)
。
タ
イ
語
文
献
の
本
格
的
利
用
に
お
い
て

こ
そ
、
石
井
氏
は
日
本
に
お
け
る
タ
イ
史
研
究
の
劃
時
代
的
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ

る
が
、
か
か
る
強
い
自
賓
が
新
領
野
を
切
り
開
か
せ
た
の
だ
と
讃
者
は
知
ら
さ

れ
る
。
第
四
章
の
後
段
で
は
、
前
近
代
タ
イ
史
史
料
中
最
重
要
の
史
料
の
一
つ

で
あ
る
『
三
印
法
典
』
に
枚
録
さ
れ
る
「
文
官
位
階
回
表
」
を
用
い
て
、
「
。
フ

ラ
グ
ラ
ン
」
と
い
う
役
所
の
構
造
の
解
明
が
目
指
さ
れ
る
(
川
|
川
)
。
こ
れ

を
含
む
『
三
印
法
典
』
を
利
用
し
た
研
究
、
お
よ
び
『
一
一
一
印
法
典
』
自
鰻
の
研

究
が
本
書
全
鰻
の
約
三
分
の
一
を
占
め
る
と
い
う
事
寅
は
、
そ
の
重
要
性
を
物

語
る
と
同
時
に
、
『
三
印
法
典
』
が
石
井
氏
の
大
き
な
関
心
の
在
り
庭
で
あ
る

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

第
五
章
〈
川

l
川
)
は
、
「
日
本
と
の
「
陶
磁
貿
易
」
と
い
う
観
貼
か
ら
」

(
川
)
ア
ユ
タ
ヤ
史
を
概
観
す
る
が
、
タ
イ
産
陶
磁
器
の
日
本
へ
の
輸
入
が
文

献
的
に
寅
置
で
き
な
い
こ
と
の
「
立
鐙
」
に
頁
が
割
か
れ
る
。
そ
の
一
方
で
タ

イ
産
陶
磁
器
が
日
本
を
含
む
海
外
で
夜
見
さ
れ
て
い
る
事
質
を
踏
ま
え
て
、
陶

磁
器
の
総
入
に
関
し
て
幾
つ
か
の
間
限
設
が
提
示
さ
れ
、
「
こ
れ
ま
で
の
輸
入
陶

磁
器
の
研
究
と
は
ま
っ
た
く
方
向
の
這
う
、
し
か
し
重
要
な
研
究
の
進
展
を
期

待
」
〈
山
)
す
る
と
述
べ
ら
れ
石
町
一
統
計
に
は
現
れ
な
い
交
易
の
諸
側
面
、
例

え
ば
航
海
の
寅
態
な
ど
に
想
像
を
馳
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
新
し
い
と
ば
口

と
、
文
献
研
究
と
モ
ノ
の
研
究
の
接
黙
を
示
す
、
魅
力
的
な
掌
編
で
あ
る
。

第
六
章
は
、
『
三
印
法
典
』
中
の
「
兵
部
な
ら
び
に
地
方
官
位
階
法
」
(
テ

キ
ス
ト

A
)
、
「
官
印
法
」

(

B

)

、
「
王
室
典
範
」

(
C
)
か
ら
取
り
出
さ
れ

た
三
つ
の
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
、
ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
の
統
治
範
園
を
空
間
的
に

讃
み
取
ろ
う
と
す
る
。
石
井
氏
の
『
三
印
法
典
』
研
究
の
初
期
の
部
類
に
属
す

る
が
、
こ
こ
で
も
「
地
名
を
抽
出
し
、
そ
の
比
定
を
試
み
」
(
山
て
そ
れ
を

地
園
上
に
落
と
し
て
、
地
理
的
保
件
を
勘
案
し
た
構
造
的
把
握
を
試
み
る
と
い

う
手
馴
れ
た
手
法
が
生
か
さ
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
主
要
部
分
の
タ
イ
語
原
文
全

文
が
諸
完
本
の
異
同
の
注
記
と
共
に
掲
載
さ
れ
、
日
本
語
誇
が
附
さ
れ
て
い

る
。
初
拳
者
に
と
っ
て
『
三
印
法
典
』
へ
の
恰
好
の
入
門
編
と
な
ろ
う
。
『
三

印
法
典
』
を
利
用
す
る
う
え
で
、
ま
ず
最
大
の
問
題
と
な
る
の
が
、
テ
キ
ス
ト

の
成
立
年
代
で
あ
る
。
石
井
氏
は
各
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
成
立
時
期
の
吟
味

を
行
う
が
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
の
で
、
後
段
で
鰯

れ
た
い
。

第
七
章
の
目
的
は
、
「
ポ
ン
サ
l
ワ
ダ
l
ン
(
王
朝
年
代
記
〉
」
を
「
タ
イ
の

停
統
的
史
書
の
一
類
型
」
と
捉
え
、
そ
の
「
基
本
的
性
格
を
解
明
」
し
、
こ
れ

を
「
史
料
と
し
て
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
留
意
す
べ
き
問
題
黙
を
指
摘
す
る
こ

と
」
と
あ
る
(
川
川
)
。
ま
ず
、
『
ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
年
代
記
』
諸
木
に
つ
い

て
の
書
誌
的
情
報
が
提
供
さ
れ
(
川
川
)
、
女
い
で
、
チ
ッ
ト
・
ブ
l
ミ
サ

ッ
ク
に
従
い
、
「
ポ
ン
サ
l
ワ
ダ
l
ン
」
を
「
ひ
と
つ
の
王
都
を
支
配
の
座
と

し
て
持
つ
王
統
の
歴
史
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
年
代

記
』
の
基
本
的
枠
組
み
が
説
明
さ
れ
る
。
テ
ィ
パ
コ

l
ラ
ウ
ォ
ン
箸
『
ラ
タ
ナ

コ
l
シ
ン
王
朝
年
代
記
』
の
場
合
は
、
成
立
事
情
が
か
な
り
明
ら
か
で
あ
る
。

石
井
氏
は
こ
の
テ
ィ
パ
コ

l
ラ
ウ
ォ
ン
本
の
紹
介
に
績
い
て
、
テ
ィ
パ
コ

l
ラ

ウ
ォ
ン
本
の
校
閥
、
一
部
改
訂
、
さ
ら
に
は
『
五
世
王
年
代
記
』
の
執
筆
を
し

た
ダ
ム
ロ
ン
親
王
の
仕
事
の
-
評
債
を
行
う
。
こ
こ
で
は
第

I
部
第
一
章
で
言
及

さ
れ
た
ダ
ム
ロ
ン
の
一
九
二
四
年
の
講
演
内
容
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
る
(
川
1

8
)
。
蛍
時
最
新
の
刻
文
研
究
の
成
果
や
一
部
利
用
可
能
と
な
っ
た
中
園
史
料

を
掻
取
し
て
準
備
さ
れ
た
ダ
ム
ロ
ン
の
講
演
は
、
「
ポ
ン
サ
l
ワ
ダ
l
ン
」
と

呼
ば
れ
て
は
い
た
が
、
「
近
代
的
な
意
味
に
お
け
る
歴
史
(
プ
ラ
ワ
テ
ィ
サ
l
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ト
)
」
に
著
し
く
接
近
し
て
い
た
(
川
|
川
)
。
そ
の
ダ
ム
ロ
ン
に
未
だ
飲
け
て

い
た
「
駿
密
な
史
料
批
剣
」
の
好
例
を
、
現
代
タ
イ
の
歴
史
家
ニ
テ
ィ
に
よ
る

『
ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
年
代
記
』
の
内
的
批
剣
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ニ
テ
ィ
は

ラ
タ
ナ
コ

l
シ
ン
王
朝
期
に
な
っ
て
「
校
訂
H
チ
ャ
ム
ラ
」
さ
れ
た
『
ア
ユ
タ

ヤ
王
朝
年
代
記
』
か
ら
、
ア
ユ
タ
ヤ
で
は
な
く
、
ラ
タ
ナ
コ

I
シ
γ
王
朝
の
意

闘
を
讃
み
取
ろ
う
と
し
た
。
石
井
氏
は
ニ
テ
ィ
の
業
績
を
、
「
「
ポ
ン
サ
i
ワ

ダ
l
ン
」
の
利
用
の
あ
り
方
に
大
き
な
示
唆
を
輿
え
て
い
る
」
と
高
く
評
債
す

る
〈
問
|
4
Y
本
章
は
嘗
初
の
目
的
を
果
た
す
と
同
時
に
、
要
を
得
た
「
ポ

ン
サ
l
ワ
ダ
l
ン
」
の
研
究
史
と
な
っ
て
い
る
。

第
八
章
と
第
九
章
は
何
れ
も
コ
ニ
印
法
典
』
の
全
僅
を
封
象
と
し
て
、
そ
の

性
格
を
論
じ
る
。
爾
者
に
共
通
す
る
議
論
の
前
提
と
し
て
石
井
氏
が
提
唱
す
る

の
は
、
「
シ
ン
ハ
ラ
化
」
な
い
し
「
パ

1
リ
化
」
と
呼
ぶ
概
念
で
あ
る
。
こ
れ

は
セ
デ
ス
が
唱
え
た
東
南
ア
ジ
ア
の
「
イ
ン
ド
化
」
概
念
が
巌
密
に
は
「
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
化
」
を
指
し
、
時
代
的
に
は
一
四
世
紀
を
下
ら
な
い
の
に
封
し
、

「
一
三
世
紀
以
降
の
東
南
ア
ジ
ア
を
支
配
し
た
イ
ン
ド
文
化
の
新
し
い
様
相
」

を
そ
れ
か
ら
匿
別
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
(
川
|
9
Y
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
褒
淫
し
た
、
パ

I
リ
語
を
媒
介
と
す
る
上
座
併
数
を
受
容

し
て
成
立
し
た
タ
イ
園
家
は
「
シ
ン
ハ
ラ
化
」
な
い
し
「
パ

l
リ
化
」
し
た
園

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
タ
イ
の
俸
統
法
と
イ
ン
ド
古
代
法
と
は
短
絡
で

き
ず
、
一
見
似
通
っ
た
『
三
印
法
典
』
冒
頭
に
置
か
れ
る
「
プ
ラ
タ
マ
サ
l

ト
」
と
『
マ
ヌ
法
典
』
と
の
相
違
黙
の
意
味
を
こ
そ
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
雨

法
の
聞
に
介
在
す
る
法
を
想
定
す
る
有
力
な
議
論
と
し
て
、
ラ
ン
ガ
に
よ
る

「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト
」
の
モ

ン
語

「
ダ
ン
マ
サ
ッ
タ
ン
」
起
源
設
が
あ
る
。

モ
γ
人
の
果
た
し
た
役
割
は
、
イ
ン
ド
古
代
法
の
世
俗
法
化
(
非
バ
ラ
モ
ン

化
)
、
傍
激
化
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
認
識
の
上
に
立
っ
て
石
井
氏
は
、
『
三
印
法
典
』
に
現
れ
る
吾
曲
目
目
白

(
〈
匂
ト
・
内
田
宮
『
自
ω〉
の
五
種
類
の
用
例
を
分
析
し
、
そ
れ
が
狭
義
の
傍
法
を
離

れ
て
、
「
公
正
」
、
「
公
卒
」
、
「
正
義
」

-V
ご
意
味
す
る
と
き
、
そ
の
基
準
が

「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト
」
に
あ
る
こ
と
を
見
出
す
(
川
1
7
)
0
・次に

「
プ
ラ
タ

マ
サ
l
ト
」
の
由
来
を
記
す
読
話
部
分
を
解
圃
押
し
て
、
「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト」

が
「
普
遍
安
蛍
性
を
も
っ
規
範
」
で
あ
っ
た
と
す
る
(
川
|
8
Y
一
方
図
王

の
役
割
は
「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト
」
を
具
鰻
的
に
適
用
し
て
、
紛
争
を
解
決
す
る

こ
と
で
、
そ
の
剣
例
は
「
プ
ラ
タ
マ
サ
1
ト
」
が
「
源
生
事
項
」
と
呼
ぶ
範
噂

に
属
す
る
(
m
l
9
Y
と
こ
ろ
が
『
三
印
法
典
』
全
鐙
の
構
成
を
形
式
に
則

し
て
見
る
と
、
「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト
」
は
五
%
程
度
を
占
め
る
に
す
ぎ
ず
、
約

六
O
%
は
「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト
」
に
「
根
本
事
項
」
と
し
て
現
れ
る
訴
訟
項
目

を
パ

1
リ
語
で
引
用
し
た
部
分
を
含
む
一
般
規
定
、
残
り
の
約
三
五
%
は
剣
例

集
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
イ
法
は
、
「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト
」
が
そ
の
名
を

「
ダ
ル
マ
シ
ャ

l
ス
ト
ラ
」
に
由
来
し
な
が
ら
、
極
度
に
短
縮
さ
れ
て
「
目

次
」
化
し
て
い
る
こ
と
、
訴
訟
項
目
が
「
ダ
ル
マ
シ
ャ

l
ス
ト
ラ
」
に
お
け
る

一
八
か
ら
二
九
に
増
加
し
て
い
る
勲
に
特
徴
が
あ
る
。
石
井
氏
は
こ
こ
か
ら
ラ

ン
ガ
の
推
論
に
倣
い
、
図
王
は
「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト
」
の
権
威
に
正
嘗
性
を
依

援
し
つ
つ
、
賞
定
法
の
寅
質
的
内
容
を
創
り
出
す
「
立
法
者
」
と
化
し
た
と
結

論
す
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
濁
自
の
愛
化
を
い
か
に
理
解
す
る
か
は
、
『
三
印

法
典
』
を
編
纂
し
た
「
ラ
タ
ナ
コ

l
シ
ン
朝
の
性
格
を
と
く
鍵
」
と
な
ろ
う
と

述
べ
る
(
m
l
m
y

第
九
一章で
は
、
「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト
」
の
二
九
の
訴
訟
項
目
を
「
パ

l
リ

化
」
の
事
例
と
し
て
、
テ
キ
ス
ト
に
則
し
て
具
鐙
的
に
検
討
す
る
。
ま
ず
、
パ

!
リ
語
と
そ
れ
を
タ
イ
語
に
誇
出
す
る
形
の
解
説
よ
り
成
る
一
該
テ
キ
ス
ト
が
掲

げ
ら
れ
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
法
典
の
俸
統
と
の
断
紹
が
示
さ
れ
る
〈
m
l
m
〉
。

-121ー
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次
に
、

「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト
」
の
二
九
の
訴
訟
項
目
が
新
た
に
『
訴
訟
の
原
因

と
な
る
二
九
項
目
の
主
題
』
(
巴

6
2門
戸
吾
印
刷
玄
己
釦
町
民
-
〈
芝
包

T
H
E
A〈
)

と
パ

I
リ
語
で
命
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
用
例
を
み
る
と
、
明
富
〈

は
「
聖
仙
マ
ヌ
」
に
由
来
す
る
「
聖
な
る
パ

l
リ
語
」
と
し
て
、
個
別
法
の
権

威
づ
け
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
「
タ
イ
法
に
お
け
る
「
パ

l

リ
化
」
の
い
っ
そ
う
の
進
展
を
示
す
も
の
」
と
見
な
さ
れ
る
(
m
l
3
Y
し

か
し
『
三
印
法
典
』
中
の
個
別
法
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
そ
の
前
文
に
現
れ
る

パ
l
リ
語
の
引
用
を
肘
玄
〈
と
比
較
す
る
と
、
務
想
以
上
の
不
整
合
が
見
ら

れ
、
一
九
世
紀
初
頭
の
コ
ニ
印
法
典
』
編
纂
者
は
思
色
〈
の
権
威
に
も
は
や

束
縛
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
何
一
孟
〈
は
一
義
的
な
法
の
分
類
基
準
た
り
え
な
か
っ

た
と
見
ら
れ
る
(
川
|
9
)
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
石
井
氏
は
前
章
に
お
け
る
示

唆
を
一
歩
進
め
て
、
ラ
タ
ナ

コ
l
シ
ン
初
期
の
性
格
に
つ
い
て
、
「
合
理
主
義

思
想
の
撞
頭
」
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
苛
能
性
を
指
摘
す
る
(
川
)
。

第
十
章
は
、
『
三
印
法
典
』
中
の
「
サ
ン
ガ
布
告
」
一

O
編
の
う
ち
、
ラ
タ

ナ
コ

l
シ
ン
朝
創
設
直
後
の
一
七
八
二
年
か
ら
八
三
年
の
日
附
を
も
っ
七
編
を

取
り
上
げ
て
内
容
を
検
討
し
、
首
時
の
王
権
と
一
サ
ン
ガ
の
関
係
を
考
察
す
る

〈
山
|
川
)
。
「
サ
ン
ガ
布
告
」
は
成
立
年
代
の
問
題
を
略
克
れ
て
お
り
、
特

に
約
一
年
聞
に
集
中
し
て
い
る
七
編
は
ラ
タ
ナ
コ

l
シ
ン
朝
初
頭
の
欣
況
を
具

鐙
的
に
論
じ
る
こ
と
を
許
容
す
る
(
山
|
4
)
。
こ
の
着
眼
貼
に
、
ま
ず
何
よ

り
も
本
章
の
歴
史
研
究
と
し
て
の
債
億
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
七
編
の
「
布
告
」

の
内
容
は
部
分
譲
を
含
め
て
詳
細
に
紹
介
さ
れ
(
m
l
m
)
、
そ
こ
か
ら
嘗
時

の
「
例
数
サ
ン
ガ
の
扶
況
と
、
一
世
王
が
こ
れ
に
封
し
て
講
じ
た
措
置
、
な
ら

び
に
そ
の
背
後
に
あ
る
タ
イ
園
王
と
悌
数
サ
ン
ガ
の
停
統
的
関
係
」
が
讃
み
取

ら
れ
る
(
m
|
8
)
。
王
朝
交
代
期
の
秩
序
の
混
乱
は
サ
ン
ガ
に
お
い
て
も
甚

だ
し
く
、
一
連
の
「
布
告
」
は
一
世
王
の
サ
ン
ガ
秩
序
回
復
努
力
を
示
す
が

(
川
)
、
破
戒
惜
の
強
制
還
俗
を
王
自
ら
が
命
じ
た
如
く
、
「
サ
ン
ガ
に
針
す

る
王
様
の
介
入
度
が
、
き
わ
め
て
高
か
っ
た
」
(
川
)
。
石
井
氏
は
そ
こ
で
王

の
施
策
の
貫
教
性
を
聞
い
、
そ
の
後
百
年
以
上
を
経
て
中
央
集
権
的
統
治
を
確

立
す
る
園
家
統
治
全
鎧
と
の
関
わ
り
と
い
う
よ
り
庚
い
文
脈
を
提
示
し
、
そ
こ

で
浮
上
す
る
一
九

O
二
年
の
「
サ
ン
ガ
法
」
の
先
駆
的
形
態
を
「
サ
ン
ガ
布

告
」
に
見
る
。
さ
ら
に
は
一
九
六

O
年
の
政
権
の
サ
ン
ガ
へ
の
介
入
事
件
を
視

野
に
入
れ
て
、
「
併
数
園
家
」
の
政
治
権
力
と
サ
ン
ガ
の
関
係
(
川
)
と
い
う

年
来
の
研
究
領
域
へ
と
案
内
し
う
る
の
は
、
石
井
氏
な
ら
で
は
の
感
が
あ
る
。

第
一

一
章
(
M
l
臼
)
は
、
「
タ
イ
の
世
間
役
制
度
の
骨
子
を
、
『
三
印
法

典
』
の
テ
ク
ス
ト
に
則
し
て
再
構
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
試
み
で
あ
る
」

(
m
y
石
井
氏
の
描
く
待
役
制
度
の
骨
子
は
、
要
約
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で

あ
る
。
前
近
代
の
タ
イ
祉
舎
に
お
け
る
下
級
身
分
層
で
あ
る
・
フ
ラ

イ
は
す
べ

て
、
労
働
力
動
員
の
た
め
の
組
織
で
あ
る
ク
ロ
ム
の
下
部
単
位
、
ム
i
に
鋳
麗

せ
し
め
ら
れ
た
。
う
ち
男
子
は
原
則
と
し
て
世
間
役
義
務
者
チ
ャ
カ
ン
と
し
て
入

墨
登
録
さ
れ
て
、
ム

ー
ン
・
ナ
l
イ
と
い
う
監
督
官
の
下
に
置
か
れ
、
レ

ー
ク

と
呼
ば
れ
る
「
公
民
勺
フ
ラ
イ
・
ル
ア
ン
)
」
と
な
る
。
ク

ロ
ム
毎
に
作
成
さ

れ
る
レ

l
p
登
録
簿
は
園
王
に
直
結
し
た
中
央
登
録
局
に
お
い
て
集
中
管
理
さ

れ
、
登
録
簿
に
基
づ
い
て
動
員
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
石
井
氏
は
こ
れ
を
、

「
あ
く
ま
で
も
園
王
の
側
か
ら
眺
め
た
、
理
想
型
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
し

て
、
「
箔
役
の
貧
態
」
の
解
明
に
う
つ
る
。
一
七
世
紀
末
に
ア
ユ

タ
ヤ
を
訪
れ

た
フ
ラ
ン
ス
人
が
、
得
役
義
務
期
聞
を
年
開
六
ヶ
月
と
記
録
し
た
の
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
三
印
法
典
』
中
の
一
八
世
紀
末
の
「
布
告
」
で
は
、

年
閲
四
ヶ
月
へ
の
軽
減
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
七
世
紀
末
の
記
録
に
既
に
現

れ
る
貨
幣
納
化
が
そ
の
後
一
一
層
進
行
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
貨
幣
納
化
に
よ

り
、
「
プ
ラ
イ
の
、
身
分
の
相
這
に
由
来
す
る
不
公
卒
」
ハ
m
B
〉

が
顛
在
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化
し
、
「
「
公
民
」
は
、
有
力
者
の
「
私
民
」
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
官
の
筏

役
義
務
を
菟
れ
る
傾
向
が
高
ま
り
、
「
公
民
」
の
数
は
次
第
に
減
少
」
(
川
〉

す
る
と
い
う
、
理
想
型
か
ら
の
「
背
反
」
が
起
こ
っ
た
。
『
一
二
印
法
典
』
か
ら

讃
み
取
れ
る
の
は
、
「
背
反
(
公
民
の
私
民
化
〉
と
そ
の
回
避
へ
の
努
力
が
、

ア
ユ
タ
ヤ
末
期
か
ら
ラ
タ
ナ
コ

l
シ
ン
朝
初
期
に
か
け
て
の
王
朝
史
を
貫
く
一

テ
l
マ
を
成
す
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
寅
態
を
前
に
し
て
、
石
井
氏
は
、

中
央
集
権
的
レ
l
p
支
配
が
果
た
し
て
寅
際
、
有
数
に
機
能
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
て
、
-
本
章
を
給
ん
で
い
る
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
最
近
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
後
段
で
鱒
れ
る
。

第
血
部
に
つ
い
て
は
賛
言
を
要
す
ま
い
。
第
一
一
章
(
川
|
η
)
は
タ
イ
濁
自

の
出
版
形
態
で
あ
る

「
葬
式
頒
布
本
」
の
略
史
と
、
そ
の
一
般
的
な
形
式
の
解

説
。
一
商
業
出
版
の
隆
盛
に
よ
り
「
相
針
的
債
値
が
低
下
し
て
い
る
」
(
加
)
と

し
て
も
、
葬
式
頒
布
本
が
掲
載
す
る
物
故
者
に
関
す
る
情
報
の
豊
か
さ
に
新
た

な
利
用
債
値
が
見
出
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
二
章

(m

l
m
)
は
、
「
ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
年
代
記
」
成
立
史
の
略
述
と
、
一
般
に
利
用
可

能
な
七
種
の
刊
本
の
解
説
。
第
三
章

(
m
l
m〉
は
、
「
タ
イ
史
料
集
成
」
叢

書
所
牧
の
、
「
ポ

ン
サ
l
ワ
ダ

l
ン
」
、
「
タ
ム
ナ
l
ン
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る

「
地
方
誌
」
、
「
地
方
年
代
記
」
の
類
五
三
黙
の
解
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
様

々
な
経
緯
で
バ
ン
コ
ク
に
枚
集
さ
れ
、
整
衛
局
の
手
で
「
タ
イ
史
料
集
成
」
と

し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
元
々
は
異
な
っ
た
文
字
や
言
語
で
記
さ
れ
て
い
た

も
の
も
多
い
。
今
後
は
、
翻
字
や
翻
誇
の
過
程
の
吟
味
ゃ
、
「
史
料
集
成
」
そ

の
も
の
を

一
つ
の
史
的
構
築
物
と
見
な
す
親
黙
か
ら
の
研
究
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
第
四
章

(
m
!日
)
、
第
五
章
(
川
|
紅
〉
は
共
に
『
三
印
法
典
』
を
扱

い
、
第
四
章
で
は
全
績
の
構
成
、
第
五
章
で
は
「
プ
ラ
タ
マ
サ
l
ト
」
の
構
成

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
パ

l
リ
語
部
分
が
丁
寧
に
読
明
さ
れ
て
い
て
、
譲
者
に

は
有
難
い
。
以
上
、
第

E
部
は
こ
れ
か
ら
タ
イ
語
文
献
に
親
し
も
う
と
す
る
者

に
と
り
叉
と
な
い
手
引
き
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
前
節
で
注
目
し
た
幾
つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
若
干
附
言
す
る
。

ま
ず
、
『
三
印
法
典
』
に
現
れ
る
年
代
や
日
附
の
問
題
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

本
書
の
第

E
部
第
四
章
に
ま
と
め
が
あ
る
(
川
l
7
)
他
、
石
井
氏
は
随
所

で
、
「
利
用
に
あ
た
っ
て
は
細
心
の
注
意
を
必
要
と
す
る
」
(
川
)
と
注
意
を

喚
起
し
て
い
る
。
大
き
な
問
題
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
依
援
し
た
暦
法
が
不

明
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
現
存
テ
キ
ス
ト
成
立
ま
で
に
行
わ
れ
た
改
繁
な
い

し
改
震
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
、
「
原
テ
キ
ス
ト
」
へ
の
接
近
を
困
難
な
ら

し
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
第

E
部
第
六
章
に
お
け
る
年
代
の
取
り
扱
い
を
見
ょ

う。

三
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
A
、
B
二
つ
に
つ
い
て
、
石
井
氏
は
同
じ
方
法
で
成

立
時
期
の
推
定
を
行
う
。
そ
の
方
法
と
は
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
成
立
年
代
を
示
唆

す
る
一
一
一
つ
の
事
項
、
す
な
わ
ち
依
壊
し
た
暦
法
不
詳
の
四
桁
の
年
数
、
十
二
支

年
、
園
王
の
名
を
抽
出
し
、
ま
ず
園
王
の
名
を
吟
味
す
る
。
し
か
る
後
に
蛍
該

園
王
の
統
治
年
代
の
範
圏
で
他
の
二
項
の
傑
件
に
あ
て
は
ま
る
年
次
を
推
定
す

る
が
、
そ
の
際
、

ω傍
暦
、
向
大
磨
、

ω小
暦
、

ωチ
ュ
ラ
1
7
ニ

1
暦
と
い

う
四
つ
の
暦
法
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
と
、
十
二
支
と
小
暦
年
の
末
尾
数
字
に

は
「
誤
り
が
比
較
的
少
な
い
」
(
川
)
こ
と
を
考
慮
す
る
。
以
上
の
手
緩
き
を

経
た
考
査
に
基
づ
き
、

A
に
つ
い
て
は
ト
ラ
イ
ロ

l
カ
ナ
l
ト
主
の
治
世
、
一

四
六
六
年
、

B
に
つ
い
て
は
、
園
玉
名
か
ら
推
定
さ
れ
る
期
聞
に
暦
年
が
該
蛍

し
な
い
た
め
、
他
の
要
素
を
勘
案
し
て
一
七
四
三
年
、
暦
法
は
チ
ュ
ラ
1
7
ニ

l
暦
に
援

っ
た
と
い
う
暫
定
的
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。

C
に
つ
い
て
は
、

石
井
氏
と
同
様
の
手
順
を
踏
ん
だ
う
え
で
、
テ
キ
ス
ト
中
の
数
字
を
誤
篤
と
見
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な
し
、
一
四
六
八
年
を
成
立
年
と
し
た
ワ
イ
ヤ
ッ
ト
氏
の
先
行
研
究
に
従
っ
て

い
る
(
山

l
m
y

こ
こ
で
扱
わ
れ
た
コ
ニ
印
法
典
』
中
の
年
代
の
検
討
を
ヴ
ィ
ッ
カ
リ
l
氏
が

行
い
、
か
な
り
異
な
る
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
詳
細
を
記
す
ゆ
と
り
は
な
い

が
、
ヴ
ィ
ッ
カ
リ
l
氏
は
玉
名
を
刻
文
史
料
に
基
づ
い
て
検
討
し
、
一
五
世
紀

の
刻
文
に
現
れ
る
玉
名
は
ト
ラ
イ
ロ

l
ク

小

g
巳〉

・
タ
イ
プ
で
は
無
い
こ
と

か
ら
、
ト
ラ
イ
ロ
l
F
と
い
う
王
名
は
後
世
の
改
飯
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
と

す
れ
ば
、
一
該
一
テ
キ
ス
ト
の
内
容
も
一
五
世
紀
の
史
料
と
は
見
な
し
が
た
い
。
候

に
一
五
世
紀
の
年
代
を
取
る
と
し
て
も
、
チ
L

ラ
!
?
ニ

I
暦
に
は
よ
ら
ず
、

そ
れ
は
大
暦
一
三
八
八
年
の
誤
記
で
あ
り
、
そ
の
場
合
も
該
玉
名
は
後
世
の
附

加
物
で
あ
る
。
石
井
氏
が
王
名
の
根
援
と
し
た
の
が

一
七
世
紀
末
を
遡
ら
な
い

「
王
朝
年
代
記
」
で
あ
る
な
ら
、
刻
文
史
料
に
嬢
る
ヴ
ィ
ッ
カ
リ
l
氏
の
論
に

聞
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
叉
同
じ
く
刻
文
史
料
に
基
づ
い
て
、
ア
ユ
タ
ヤ
に
お

け
る
小
暦
の
使
用
は
二
ハ
世
紀
に
始
ま
り
、
そ
れ
以
前
は
大
暦
が
用
い
ら
れ
て

い
た
と
ヴ
ィ
ッ
カ
リ
l
氏
は
明
言
す
る
。
チ
ュ
ラ
1
7

一l
暦
「
俵
設
」
の
採

用
は
法
典
に
現
れ
る
暦
年
の
不
整
合
を
一
部
解
消
す
る
が
、
同
暦
が
貸
際
に
用

い
ら
れ
た
詮
援
が
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
や
は
り
ト
ラ
イ
ロ

l
p
王
治
世

と
推
定
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト

C
に
つ
い
て
も
A
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
多
く

の
論
者
は
テ
キ
ス
ト
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
特
定
の
王
の
治
世
に
属
す
る
と
前
提
し

て
、
暦
年
に
怒
意
的
な
解
緯
を
加
え
る
弊
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
ヴ
ィ

ッ
カ
リ

1
氏
の
批
剣
が
、
ワ
イ
ヤ
ッ
ト
氏
の
方
法
に
嘗
て
は
ま
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
に

全
面
的
に
従
う
石
井
氏
も
菟
れ
得
ま
い
。
ヴ
ィ
ッ
カ
リ
l
氏
の
長
大
な
議
論
の

最
終
的
な
主
張
は
し
か
し
、
個
々
の
論
黙
に
お
け
る
相
違
に
も
拘
わ
ら
ず
、
石

井
氏
と
愛
わ
る
と
こ
ろ
な
く
、
「
一
八

O
五
年
に
は
、
す
べ
て
に
つ
い
て
、
テ

キ
ス
ト
に
改
努
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
」
(
川
|

3
〉
こ
と
に
護
き
る

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

次
に
検
討
し
た
い
の
は
、
第
日
部
第
十
一

章
で
扱
わ
れ
た
絡
役
制
度
の
問
唱

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
泉
順
子
氏
の
興
味
深
い
近
稿
が
あ
る
。

小
泉
氏
は
、
ア
ユ
タ
ヤ
時
代
に
お
け
る
筏
役

・
兵
役
制
度
に
関
し
て
今
日
行
わ

れ
る
逼
設
が
い
か
に
形
成
さ
れ
、
縫
承
さ
れ
、
設
展
し
て
き
た
か
を
跡
附
け
た

後
、
そ
の
根
援
と
さ
れ
た
史
料
を
讃
み
直
し
、

そ
れ
ら
が
遁
設
を
支
え
る
だ
け

の
内
容
を
も
た
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
史
料
の
ギ
ャ

ッ
プ
を
埋
め
た
の
は
、
遁
設
が
生
成
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
一
九
世
紀
末
か
ら
二

O
世
紀
初
頭
に
構
想
さ
れ
た
近
代
的
園
家
統
治
の
枠
組
み
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り

遁
説
化
し
た
ア
ユ
タ
ヤ
時
代
の
制
度
像
は
、
近
代
的
制
度
を
モ
デ
ル
と
し
て

「
創
造
さ
れ
た
」
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
小
泉
氏
の
論

に
照
ら
し
て
石
井
氏
の
傍
役
制
度
像
を
見
る
な
ら
、
石
井
氏
も
大
枠
に
お
い
て

遁
設
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
石
井
氏
は
ダ
ム
ロ
ン
を
始
め

と
す
る
通
設
の
説
く
一
八
歳
か
ら
六

O
裁
ま
で
と
い
う
チ
ャ
カ
ン
の
年
齢
枠
を

取
ら
ず
、
そ
う
し
た
年
齢
規
定
が
一
九
世
紀
末
の
布
告
に
初
め
て
現
れ
、
そ
れ

以
前
は
一
定
の
背
丈
に
還
し
た
者
を
登
録
す
る
一
方
、
退
役
年
齢
は
七

O
晶酷で

あ
っ
た
と
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
を
以
っ
て
反
詮
し
て
い
る
(
叩
|
6
)
。
こ

の
重
要
な
夜
見
が
未
だ
に
庚
く
共
有
さ
れ
な
い
の
は
遺
憾
と
言
う
他
は
な
い
。

こ
の
事
実
は
後
役
制
度
像
が
近
代
の
制
度
を
モ
デ
ル
と
し
た
と
い
う
小
泉
氏
の

論
と
も
符
合
す
る
。
け
れ
ど
も
他
所
で
は
超
歴
史
的
な
ダ
ム
ロ
ン
の
所
設
も
そ

の
ま
ま
引
用
さ
れ
、
一
種
の
「
理
想
型
」
を
想
定
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
「
崩
嬢

の
物
語
」
を
描
く
と
い
う
筋
立
て
に
石
井
氏
も
興
し
て
い
る
と
見
え
る
の
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
「
理
想
型
」
を
意
園
し
た
故
で
あ
ろ
う
、
『
三
印
法
典
』
中
の

テ
キ
ス
ト
の
年
代
へ
の
配
慮
が
時
に
失
わ
れ
た
り
、

F
ロ
ム
や
ム

I
の
構
造
を

極
端
に
単
純
化
す
る
な
ど
の
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
石
井
氏
が
「
理
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想
型
」
に
組
み
込
ん
だ
還
俗
者
の
た
め
の
猶
漁
期
間
か
言
明
さ
れ
る
の
は
、

漸
く
一
七
四
八
存
可
「
奮
殺
令
」
四
八
に
お
い
て
で
あ
る
(
川
〉
。
そ
こ
に
は

「
自
今
」
と
あ
引
い
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
史
料
は
沈
歎
し
て
い
る
。
同
じ
「
奮

敷
令
」
四
八
を
例
に
と
れ
ば
、
プ
ラ
イ
・
ム

l
と
書
か
れ
る
綿
一
徳
役
義
務
者

で
あ
る
プ
ラ
イ
・
ト
ー
ン
・
ム
l
と
共
に
子
・
妻
が
併
記
さ
れ
、
同
じ
く
ム
ー

を
構
成
し
て
い
た
と
讃
め
る
。
石
井
氏
が
「
レ
l
ク
の
登
録
簿
」
と
し
て
誇
出

紹
介
す
る
「
凧
の
尾
帳
」
の
一
片
に
も
妻
の
名
が
載
る

(
m
l
1
Y
前
述
の

還
俗
者
に
関
し
て
も
、
貨
は
妻
帯
し
た
後
の
登
録
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
史
料
に
比
し
て
、
石
井
氏
の
「
理
想
型
」
は
、
小
泉
氏
が
、
貧
し
い

史
料
を
殊
更
に
男
子
社
丁
の
「
徴
兵
制
度
の
整
備
確
立
を
示
す
も
の
と
し
て
讃

み
込
ん
一
日
と
す
る
ダ
ム
ロ
ン
と
幡
宮
一
に
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
石
井
氏
が
瞥
見
さ
せ
て
く
れ
石
賀
重
な
「
凧
の
尾
帳
」
は
逆
に
、
石
弁
氏

の
描
く
「
理
想
型
」
よ
り
も
も
っ
と
多
く
を
語
り
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

次
に
、
「
時
代
区
分
論
」
に
関
連
し
て
若
干
述
べ
た
い
。
石
井
氏
は
本
書

「
ま
え
が
き
」
で
、
次
ぎ
の
よ
う
に
書
く
。
「
本
書
の
表
題
に
い
う
「
近
世

史
」
は
、
二
三
年
前
に
は
、
筆
者
は
ま
だ
「
中
世
史
」
と
呼
ん
で
い
た
。
タ

イ
史
の
時
代
医
分
は
、
い
ま
だ
定
設
が
な
い
が
、

A
-
リ
l
ド
〉
ロ

p
g
u『

河
包
仏
に
よ
っ
て
、
「
交
易
の
時
代
」
と
い
う
概
念
が
提
唱
さ
れ
て
以
来
、
筆

者
は
、
一
四
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
ま
で
の
時
代
を
、
い
ち
お
う
「
近
世
」
と
考

え
始
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
第
I
部
第
二
章
の
「
中
世
」
は
「
近

世
」
に
修
正
す
べ
き
か
と
も
思
っ
た
が
、
あ
え
て
初
出
の
用
語
を
の
こ
す
こ
と

に
し
た
。
』

(
3
こ
こ
で
確
認
し
う
る
の
は
、
石
井
氏
の
用
い
る
「
鎚
世
」

の
語
が
、
近
年
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
者
の
聞
で
あ
た
か
も
「
便
利
な
道
具
」
と

し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い

J
R
q
自
主
2
R
w
(「
初
期
近
代
」
)
に
由
来

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
東
南
ア
ジ
ア
史
上
の
「
初
期
近
代
」
と
い
う

時
代
認
識
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
初
期
近
代
」
の
提
唱
者
の
一
人
で
あ
る
リ
ー
ド
は
、
編
著
『
初
期
近
代
時
代

の
東
南
ア
ジ
ア
』
に
お
い
て
、
こ
れ
が
「
地
域
史
令
。
岡
山
。

E
-
Eえ
oq)
と

世
界
史

Q
F
E
r
-
2
0三
の

リ

ン
ク
と
し
て
機
能
」
す
る
こ
と
、
「
様
々

な
黙
で
東
南
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
の
鱒
断
〕
で
あ
る
こ
と
を
共
通
の
了
解
事
項
と

す
る
が
、
年
代
に
つ
い
て
は
一
六
世
紀
と
一
七
世
紀
を
含
み
(
石
井
氏
も
洞
害

に
ご
六
|
一
七
世
紀
の
シ
ャ
ム
に
お
け
る
宗
教
的
パ
タ
ー
ン
と
経
済
餐
似
じ

と
題
す
る
論
考
を
寄
せ
る
)
、
ョ
l
h
y
パ
艦
隊
の
来
航
以
前
に
端
絡
を
持
つ

と
い
う
以
上
の
限
定
を
避
け
て
い

V

仰
が
石
井
氏
が
「
近
世
」
を
ご
四
世
紀
か

ら
一
八
世
紀
ま
で
」
と
す
る
の
は
、
本
書
の
内
容
か
ら
し
て
、
お
お
よ
そ
ア
ユ

タ
ヤ
時
代
か
ら
ラ
タ
ナ
コ

l
シ
ン
朝
初
頭
ま
で
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
本
書
を
遁
じ
て
「
近
世
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
特
に
明
言
さ
れ
た
箇
所
は

無
く
、
上
掲
の
一
六
l
一
七
世
紀
を
扱
っ
た
論
文
で
は
一
五
九

O
年
の
ナ
レ
ー

ス
エ
ン
王
に
よ
る
ピ
ル
マ
か
ら
の
濁
立
回
復
後
を
明
瞭
な
劉
期
と
見
な
す
(
本

書
で
は
、
「
ア
ヨ
l
タ
ヤ
l
埋
設
」
と
共
に
こ
の
時
期
に
言
及
す
一
♂
の
と
比

較
す
る
と
、
隔
靴
掻
淳
の
感
は
否
め
な
い
。
憶
測
を
還
し
く
す
れ
ば
、
こ
れ
は

石
井
氏
の
「
近
世
」
に
、
従
来
「
中
世
」
と
想
念
さ
れ
た
時
代
の
讃
み
替
え
と

い
う
側
面
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
世
界
史
的
共
時
性
を
意
識

し
た
「
初
期
近
代
」
概
念
と
は
別
個
の
、
「
古
代
」
・
「
中
世
」
・
「
近
代
」
と
い

う
三
時
代
区
分
の
構
想
に
由
来
す
る
以
上
、
「
初
期
近
代
」
H
H

「
近
世
」
と
は

無
視
し
得
な
い
ズ
レ
を
生
じ
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、
「
あ
え
て
」
「
中
世
」
の
語
が
残
さ
れ
た
第
I
部
第
二
章

の
時
代
匿
分
に
燭
れ
た
い
。
生
態
皐
的
観
黙
の
メ
リ
ッ
ト
は
今
更
言
う
ま
で
も

な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
『
稲
作
粧
品
開
』
を
離
れ
て
本
書
中
に
置
か
れ
た
際
の
印

象
を
述
べ
る
。
評
者
が
改
め
て
讃
み
返
し
て
、
ま
ず
気
に
な
っ
た
の
は
、
「
タ
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イ
族
」
と
「
タ
イ
園
」
の
語
の
用
法
で
あ
い
仰
戸
冒
頭
に
、
「
タ
イ
閣
の
お
も
な

構
成
民
族
は
、
タ
イ
族
(
斗

E
C
で
あ
る
。
」

(

H

)

と
書
か
れ
、
次
に
「
シ

ヤ
ム
族
は
、
〔
中
略
〕
一
一
一
一
世
紀
以
来
、
タ
イ
園

(H
シ
ャ
ム
)
の
中
心
的
民

族
と
し
て
歴
史
の
主
役
を
演
じ
績
け
て
き
た
」

(

U

)

と
あ
る
。
さ
ら
に
、

「
タ
イ
族
の
居
住
聞
は
タ
イ
園
に
か
ぎ
ら
れ
て
は
い
な
い
」
(
お
)
、
「
タ
イ

族
は
、
〔
中
略
〕
水
稲
耕
作
を
生
業
と
す
る
民
族
で
あ
る
」
(
口
)
、
「
稲
作

民
族
園
家
で
あ
る
タ
イ
園
の
歴
史
」
(
川
口
)
と
繍
く
と
、
新
装
版
「
大
タ
イ
主

義
」
か
と
見
紛
う

J

ば
か
り
で
あ
る
が
、
評
者
の
知
る
と
こ
ろ
、、『
F
巳
と
自
他

稽
さ
れ
る
の
は
タ
イ
王
園
園
民
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
時
代
医
分
だ
が
、
石
井
氏
の
「
古
代
」
・
「
中
世
」
・
「
近
代
」
は

単
に
時
間
軸
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
明
白
に
地
域
を
異
に
し
て
生
起
す
る
。

そ
れ
ら
の
地
域
は
確
か
に
河
の
流
れ
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
は
い
る
が
、
相
互
の

歴
史
的
関
係
は
示
さ
れ
ず
、
事
質
上
断
紹
し
て
、
た
だ
接
績
汁
…
。
叙
述
に
よ
っ

て
一
本
に
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
核
心
域
の
襲
濯
」

(

M

)

と
呼
ば
れ
る

が
、
第

I
部
第
一
章
に
績
け
て
讃
む
時
、
こ
れ
も
一
つ
の
「
車
線
史
観
」
で
あ

り
、
「
タ
イ
園
」
に
始
ま
っ
て
「
タ
イ
圏
」
に
枚
数
す
る
、
中
部
タ
イ
王
圏
中

心
史
観
と
映
一
物
「
古
代
的
核
心
域
」
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
聞
い

へ
の
答
え
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
時
代
区
分
と
言
う
よ
り

は
む
し
ろ
、
稲
作
吐
曾
・
園
家
の
類
型
論
と
し
て
よ
り
良
く
讃
ま
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
か
と
評
者
に
は
思
わ
れ
る
。

石
井
氏
が
「
あ
え
て
」
提
供
さ
れ
た
醤
稿
を
、
今
日
間
関
心
か
ら
一
方
的
に

批
剣
す
る
だ
け
で
は
片
手
落
ち
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
寅
は
石
井
氏
自
身
が
近

年
、
全
く
愛
想
の
異
な
る
歴
史
像
を
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
辻
せ
紹
介
し
て
本
稿

の
結
び
と
し
た
い
。
「
シ
ャ
ン
文
化
圏
か
ら
み
た
タ
イ
史
像
」
と
題
さ
れ
た
小

論
で
、
石
井
氏
は
、
「
こ
れ
ま
で
も
つ
ば
ら
南
か
ら
眺
め
て
い
た
タ
イ
史
を
、

一
八

O
度
規
黙
を
舞
え
北
か
ら
眺
め
る
」
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
す
る
と
、

「
「
公
定
史
観
」
の
中
核
を
な
す
ア
ユ
タ
ヤ
リ
バ
ン
コ
ク
王
朝
史
」
は
「
タ
イ

史
全
鐙
の
中
で
は
む
し
ろ
特
異
な
存
在
」
で
あ
り
、
華
人
、
マ
レ
l
人
な
ど
、

「
も
つ
ば
ら
海
洋
を
援
貼
と
し
て
交
易
活
動
に
従
事
す
る
外
来
人
と
タ
イ
人
が

接
燭
し
、
混
住
し
、
や
が
て
混
血
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
あ
た
ら
し
い

タ
イ
人
の
歴
史
な
の
で
あ
る
」
と
石
井
氏
は
書
く
。
石
井
氏
の
展
望
は
さ
ら
に

非
タ
イ
系
民
族
を
含
む
内
陸
史
へ
と
庚
が
り
、
衰
え
を
知
ら
ぬ
考
究
の
熱
意
一
が

液
る
。
本
書
と
の
併
設
を
推
奨
し
た
い
。

石
井
氏
は
本
書
を
上
梓
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
そ
の
内
容
を
「
将
来
の
備
忘
」

(・

3
、
「
血
寛
章
一
一回
の
積
み
重
ね
」
、
「
地
な
ら
し
作
業
」
〈
町
一
山
)
と
極
め
て
控
え

め
に
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
将
来
」
は
一
人
石
井
氏
の
も
の
で
は

な
く
、
後
皐
の
者
た
ち
す
べ
て
に
と
っ
て
の
「
将
来
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
石
井
氏
か
ら
計
り
知
れ
ぬ
皐
恩
を
享
け
て
き
た
後
四
月
干
の
一
人
で
あ

り
、
と
り
わ
け
本
書
を
形
作
る
蓄
積
の
多
く
に
親
し
ん
で
き
た
評
者
で
あ
る

が
、
本
書
を
改
め
て
通
讃
し
た
時
、
氏
の
行
き
届
い
た
「
地
な
ら
し
作
業
」
の

上
に
篤
す
事
乏
し
い
自
ら
を
恥
じ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
拙
評
に
お
い
て
も
、
石

井
氏
の
提
示
さ
れ
て
き
た
諸
問
題
を
如
何
に
受
け
止
め
る
か
を
述
べ
た
に
す
ぎ

ず
、
本
書
か
ら
汲
み
取
る
べ
き
も
の
は
決
し
て
こ
れ
に
護
き
な
い
。
本
音
一
日
は
日

本
に
お
け
る
文
字
通
り
す
べ
て
の
タ
イ
史
研
究
の
出
護
黙
と
な
る
べ
き
、
石
井

氏
か
ら
の
最
良
の
贈
り
物
で
あ
り
、
こ
れ
を
享
受
す
る
幸
い
に
恵
ま
れ
た
讃
者

に
は
、
存
分
に
利
用
し
て
「
さ
ら
に
高
く
飛
躍
す
る
」

(
J
叫
)
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。

註(
1〉

-126ー

石
井
米
雄
「
は
し
が
き
L

石
井
米
雄
編
『
タ
イ
園
|
ひ
と
つ
の
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作
社
曾
』
、
創
文
社
、
一
九
七
五
年
、
一

l
二
頁
。

(
2
〉
「
北
タ
イ
語
」
に
あ
っ
て
標
準
タ
イ
語
に
は
な
い
、
自
然
河
川
か
ら

末
端
用
水
路
に
至
る
各
レ
ベ
ル
の
港
紙
用
堰
を
区
別
す
る
語
の
重
要
性

の
指
摘
(
幻
)
は
尤
も
で
あ
る
。
が
、
石
井
氏
の
記
す
呼
祷
に
は
誤
り

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幹
線
と
支
線
用
水
路
の
分
岐
黙
に
設
け
ら
れ
る

の
が
テ
ェ

l

(
石
井
氏
は
「
タ
l
ン
」
と
書
く
〉
で
、
支
線
聞
の
堰
は

キ
ェ
ン

r
r目
。
口
問
と
呼
ば
れ
、
各
園
場
に
設
け
ら
れ
る
の
が
タ

1
ン

で
あ
る
。

C
角
田

O
B
mロロ
m
z
g
m曲目

n
O
B
?
』u
E
R
S
S三
一
、
。
詰

E
s
a
uヨ
及
。
吉
宮
、
』
h
a
p
N
V
E
S
P
Y
-
-
Fロ
mrorH

F向曲何回り曲

F
g
g
m
旬。ロロ品川凶巳
g
h
r
ω
5
2
の
O
B目
。
円
三
曲
目
回
同
ロ
-r

〈。
-
-
H
H
S
u・
8
白・印∞斗・

8
叶
・
を
参
照
。

(

3

)

第

E
部
第
三
章
の
副
題
に
も
、
初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
を
踏
襲
し
て

「
中
世
」
の
語
が
現
れ
て
い
る
。

(
4
〉
石
井
氏
は
、
ェ
テ
ィ
氏
ら
が
改
務
の
目
的
を
「
濁
立
回
復
を
内
外
に

印
象
づ
け
る
」
(
叩
|
礼
〉
た
め
と
考
え
る
の
を
「
も
っ
と
も
な
推

論
」

(η
〉
と
す
る
が
、
俣
に
ア
ユ
タ
ヤ
の
意
闘
が
そ
う
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
如
何
な
る
「
外
」
に
封
し
て
だ
ろ
う
か
。
ラ
l
ン
サ
l
ン
王

園
の
法
典
『
パ
タ
ン
マ
サ
l
ト
』
の
冒
頭
に
は
、
ウ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
に

在
っ
た
時
の
主
ス
リ
ニ
ャ
ウ
ォ
ン
サ
ー
が
小
暦
六
二
二
(
一
六
六

O
/

一
〉
年
に
定
め
た
図
書
の
形
式
が
載
る
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
並
ぶ
も
う

一
つ
の
宛
先
シ
ャ
ム

(
ω
ω
B
B曲目白
3
の
呼
稽
は
一
貫
し
て
ア
ヨ

l
テ

ィ
ヤ
l
(巴
〉

可

2
r
q乙
で
あ
る

(ω
州

WE--神
田
口
白
色
目
白
君
主
同
『
曲
ロ
凶
-
w

』

g
b昔
、
宮
、
FQHFRH書
道

a
a
h
E
Eび
〈
百
三
一

2
0・
H
u
s
-
Z
l

H

∞
・
)
。
ラ
l
ン
ナ
l
に
お
け
る
用
例
と
し
て
は
、
石
井
氏
が
『
ム

1
ラ

サ
I
サ
ナ
l
』
中
の
ア
ヨ
l
b
T
ヤ
ー
を
摩
げ
る
が

(
叩
)
、
確
か
に
、

『
ム
l
ラ
サ
l
サ
ナ
l
』
の
名
で
俸
わ
る
幾
つ
か
の
定
本
(
チ
ェ

γ
ト

ゥ
ン
版
を
含
む
)
に
ア
ヨ

l
テ
ィ
ヤ
ー
が
現
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の

篤
本
の
制
作
年
代
が
不
明
な
た
め
、
ラ
l
ン
ナ
!
地
域
に
つ
い
て
言
い

う
る
の
は
、
現
存
篤
本
が

書
骨
局
さ
れ
た
時
黙
(
お
そ
ら
く
一
九
世
紀

頃
)
ま
で
、
ア
ヨ

l
テ
ィ
ヤ
!
と
記
す
に
抵
抗
が
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
の
み
で
あ
る
。

(

5

)

ペ。ロ
g
r
r
z
h
r
の
『
帥
門
口
三
件
同
白
白
。
昨
日
』
ユ
¥
4
3同白
no--w
欠。ロロ
O口

回
日
同
N
E
L
o
o
p
-
、
、
。
語
、
hH』守
hH冶
芯

KAヲ
島
忠

Q
H
K山いて
一RHSRHUEd

hhnH3.史
書
偽
河
内
向
ミ
芯
苦
言
亡
、
v

み
た
お
w
回
E
M
m
r。
-n
吋
ro
句。ロロ
a

【由民
HOロ
同
O『

p
o
司同
O
B。
t
oロ
。
同

ω
o
n
E
-
ω
n
-
2
2目
白
ロ
仏

国
ロ
白
幽
ロ
一
立
。
回
、
同
，
oH押『。。
-B
司同
o
y
n
y
H
S
F
-
H
'
H
-
-

(

6

)

『
肇
夷
努
態
』
の
利
用
は
サ

l

ラ
シ
ン
が
早
い
が

3
2
2
5

〈町内凶同》}回。-・同ヨコ.~『
N
h
E
R吉
弘
、
、
。
」
前
同
~
~
訳
書
γ
匂
お
君
、
柄
。
吋
Enpw・

』E
N
l』
匂
包
-
円
、
。
ロ
《
古
田
一
回
目
〈
曲

L

C己
話
『
臼
一
q
p
g
P
5
3・〉、

利
用
の
仕
方
に
問
題
が
多
い
。
詳
し
く
は
次
を
参
照
。

飯
岡
直
子
「
ア

ユ
タ
ヤ
園
王
の
封
日
貿
易
|
鎖
園
下
の
長
崎
に
来
航
し
た
遅
緩
船
の
渡

航
経
路
の
検
討
」
、
『
南
方
文
化
』
、
第
二
四
輯
(
一
九
九
七
年
一
一

月
)
、
六
五
J
八
八
頁
。
な
お
、
飯
岡
氏
は
『
華
夷
慨
深
態
』
等
に
み
え

る
「
逗
羅
屋
形
仕
出
し
唐
船
」
の
渡
航
経
路
の
詳
細
な
検
討
に
よ
り
、

石
井
氏
が
園
王
に
よ
る
「
委
託
貿
易
」
(
位
)
と
呼
ぶ
還
羅
船
の
唐
船

貿
易
に
、
「
汲
船
の
主
韓
」
で
あ
る
「
ア
ユ
タ
ヤ
園
玉
の
意
志
」
を
見

出
し
、
こ
れ
を
「
ア
ユ

タ
ヤ
圏
王
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
針
日
貿
易
だ

っ
た
」
と
結
論
，つ
け
て
い
る
。

(

7

)

ペ。ロ
g
r
r
u
可
釦
目
白
・
曲
目
内
向
。
ι-w
叫

Jpaw
匂
臣
、
込
吋
、
れ
え
ぬ
¥
、
。
遣

句。
RHFぬ
g
h
b
h
k
h
R
吋
B
E
E
S岩
崎
¥
さ
詰
同
炉
内
同
J百
足
誌
、
宮
内
HE6

-127ー
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